
平成24年10月１日付け改正労働者派遣法の施行に伴い、当社の2025年度（2025年4月～2026年3月）
におけるマージン率を公開いたします。

エクスウェア株式会社　本社
〒108-0023　東京都港区芝浦4丁目2-8　住友不動産三田ファーストビル5階

マージン率に含まれるもの
・ 雇用主として負担する社会保険料（労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等）
・ 派遣労働者が取得する年次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
・ 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
・ 営業利益
などが含まれています。

実施している主な教育訓練
・ビジネスマナー訓練（雇入時）
・情報セキュリティ教育　など

労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無
・締結している

　37.5％

改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開

　4名

　2社

　システム開発

マージン率
（①-②）÷①

派遣労働者の数

派遣先事業所の数

派遣業務内容

①労働者派遣の料金
（1日8時間当たりの平均）

②派遣労働者の賃金
（1日8時間当たりの平均）

　￥40,000

　￥25,000


